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科
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会
）

国
際
文
化
交
流
の
祭
典
の
実
施
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
（
上
野
通
子
君
外
九
名
発
議
）
（
参
第
八
号
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
国
際
文
化
交
流
の
振
興
を
図
る
上
で
我
が
国
が
国
際
文
化
交
流
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と

に
鑑
み
、
国
際
文
化
交
流
の
祭
典
の
実
施
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内

容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
基
本
理
念

国
際
文
化
交
流
の
祭
典
の
実
施
の
推
進
は
、
我
が
国
に
対
す
る
諸
外
国
の
理
解
の
深
化
等
を
図
る
こ
と
、
世
界
レ
ベ
ル
の

祭
典
の
実
施
を
目
指
す
こ
と
、
全
国
各
地
に
お
い
て
多
彩
な
祭
典
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
を
旨
と
し
て
行
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
等

１

国
は
、
国
際
文
化
交
流
の
祭
典
の
実
施
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２

地
方
公
共
団
体
は
、
国
際
文
化
交
流
の
祭
典
の
実
施
の
推
進
に
関
し
、
国
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
そ
の
地
域
の
特
性

に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。
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３

政
府
は
、
国
際
文
化
交
流
の
祭
典
の
実
施
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
財
政
上
又
は
税
制
上
の
措

置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
基
本
計
画

政
府
は
、
国
際
文
化
交
流
の
祭
典
の
実
施
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
基
本
計

画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
基
本
的
施
策

１

国
は
、
世
界
レ
ベ
ル
の
祭
典
及
び
こ
れ
を
目
指
す
大
規
模
な
祭
典
に
つ
い
て
、
継
続
的
か
つ
安
定
的
な
実
施
、
国
際
的

な
評
価
の
確
立
及
び
向
上
等
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
地
域
の
祭
典
を
含
む
幅
広
い
国
際
文
化
交
流
の
祭
典

に
つ
い
て
、
そ
の
企
画
等
に
関
し
専
門
的
能
力
を
有
す
る
者
の
確
保
、
祭
典
の
実
施
の
支
援
等
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。

２

地
方
公
共
団
体
は
、
国
の
施
策
を
勘
案
し
、
そ
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
国
際
文
化
交
流
の
祭
典
の
実
施
の
推
進
に
関

す
る
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

五
、
国
際
文
化
交
流
の
祭
典
推
進
会
議
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政
府
は
、
文
部
科
学
省
、
外
務
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
等
の
関
係
行
政
機
関
相
互
の
調
整
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
国
際
文
化
交
流
の
祭
典
の
実
施
の
総
合
的
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
国
際
文
化
交
流
の
祭
典
推
進

会
議
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

六
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


